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第38期定時株主総会招集ご通知の提供書面のうち、業務の適正を確保するため

の体制及び当該体制の運用状況、連結計算書類における連結注記表及び計算書

類における個別注記表並びに株主総会参考書類「第8号議案 当社とグレーシャ

ス株式会社との合併契約承認の件」のうち、「3.(2)グレーシャス株式会社の

最終事業年度の計算書類等の内容」につきましては、法令及び当社定款第18条

に基づきインターネット上の当社ウェブサイトに掲載することにより株主の

皆様に提供しております。



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

　イ　当社は、毎月１回開催の定時取締役会のほか、常勤取締役、常勤監査

等委員及び執行役員を構成員とする社内役員会を毎週１回開催し、取締

役会付議事項に関する予備的検討及び職務執行についての審議・決定等

を行うことにより監督機能の向上に努める。

　ロ　当社グループは、法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができる

ように「企業信頼方針」、「倫理行動規範」を定め、周知徹底を図るほ

か、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を当

社の経営会議であるＴＯＰ会議内に設置し、コンプライアンス体制及び

リスク管理体制の維持・向上を図る。さらに「内部通報規程」を制定

し、不正行為等の早期発見を図る。

　ハ　当社は、監査等委員会を設置するとともに、複数の社外取締役を選任

し、取締役の職務の執行について法令・定款に適合することを監視す

る。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  イ  「文書管理規程」の定めるところにより、取締役の職務執行に係る

    情報を文書又は電磁的媒体に記録し保存する。

  ロ　取締役は必要に応じ、常時これらの文書等を閲覧できる。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  イ  「リスク管理規程」を制定し、各部門にリスク管理の責任者を配置す

ることで部門ごとの自主的なリスク管理を行う。

  ロ  緊急事態発生時は「危機管理マニュアル」に従い、有事の対応を迅速

かつ適切に行うとともに防止策を講じる。

　ハ　当社グループは、各社の相互提携のもと当社グループ全体のリスク管

理を行う。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  イ  当社グループは、常勤取締役、常勤監査等委員及び執行役員を構成員

とする社内役員会を毎週１回開催し、取締役会付議事項に関する予備的

検討及び職務執行についての報告・審議・決定等を機動的に行う。
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  ロ  全社的経営目標を達成するため、常勤取締役、常勤監査等委員、執行

役員、事業部長及び各チームの責任者であるチームマネージャーを構成

員とする収益管理会議を毎月１回開催する。

⑤　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

  イ　グループ各社から定期的に経営状況の報告を受け、経営方針、問題点

等を当社取締役会に報告する。

  ロ　当社の内部監査室において、必要に応じてグループ各社の監査を実施

し、関係部署に報告する。

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合にお

ける当該社員に関する事項とその社員の取締役からの独立性に関する事

項及びその社員に対する指示の実効性確保に関する事項

  イ　当社は、監査等委員会を補助する社員は配置していませんが、監査等

委員から要請を受けた場合には、監査等委員会との協議により配置す

る。

  ロ　監査等委員の職務を補助すべき社員の任命等における人事権に係る

決定は、監査等委員会の同意を得て決定し、取締役からの独立性を確保

する。

　ハ　監査等委員より業務監査に必要な指示を受けた社員は、取締役からの

指揮命令、制約を受けないものとする。

⑦　取締役及び社員等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等

委員への報告に関する体制

  イ　取締役は、取締役会、社内役員会等において、その担当する業務の執

行状況について報告を行う。

  ロ  監査等委員は、取締役会、社内役員会、その他重要な会議に出席する

ほか、業務執行に係る文書を閲覧し、取締役又は社員に説明を求めるこ

とができる。

⑧　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その

他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

　　　監査等委員が職務執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を

したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場

合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
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⑨　その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  イ　取締役及び社員は当社の業務又は業績に重要な影響を及ぼす事項に

ついて、監査等委員に速やかに報告する。また、監査等委員は必要に応

じて取締役及び社員に対し報告を求めることができる。

  ロ  監査等委員及び監査等委員会は代表取締役社長、内部監査室、監査法

人とそれぞれ定期的又は必要に応じて意見交換を行う。

⑩　監査等委員へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを

　　確保するための体制

　　　監査等委員へ報告を行った当社グループの取締役及び社員に対し、不

　　利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

（上記の業務の適正を確保するための体制の運用状況）

①　取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

　　　定時取締役会のほか、毎週１回社内役員会を開催し、職務執行につい

　　ての確認をしております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　取締役会議事録は開催ごとに作成され、管理チームにて保存されてお

　　ります。また、稟議書についても同様であります。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　「リスク管理規程」及び「危機管理マニュアル」を基礎として、その

　　重要性に応じてリスク対応しております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　定時取締役会のほか、毎週１回開催の社内役員会及び管理会計に基づ

　　く収益管理会議を毎月１回開催し、意思決定の迅速化及び課題に対する

　　対策を立案・実行しております。

⑤　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

　　　当社取締役会において、連結子会社の代表取締役から現況及び課題・

　　対策について報告を受けております。
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⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合にお

　　ける当該社員に関する事項とその社員の取締役からの独立性に関する事

　　項及びその社員に対する指示の実効性確保に関する事項

　　　専任の監査等委員会スタッフを置いていませんが、内部監査室と適切

　　に連携をとっております。

⑦　取締役及び社員等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査

　　等委員への報告に関する体制

　　　監査等委員は重要な社内会議に参加し、取締役又は社員から意見・報

　　告を求めているほか、内部監査室と連携し各部門からの意見・報告を入

　　手しております。

⑧　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その

　　他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

　　する事項

　　　監査等委員の職務執行について生ずる費用はその都度、精算処理して

　　おります。

⑨　その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　監査等委員及び監査等委員会は定期的に代表取締役会長及び代表取締

　　役社長、内部監査室、監査法人とそれぞれ情報・意見交換を行い、情報

　　の共有化が図られております。

⑩　監査等委員へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを

　　確保するための体制

　　　取締役及び社員が監査等委員へ報告したことにより、不利な取扱いを

　　受けないことを周知しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　４社

・連結子会社の名称　　　　　　株式会社フードコスメ

アルファコム株式会社

株式会社プライムダイレクト

グレーシャス株式会社

②　非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称　　　　　株式会社コスカ、株式会社音生、株式会社ネイビーズ、

I.K Trading Company Limited、艾瑞碧(上海)化粧品

有限公司
 

・連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・会社等の名称　　　　　　　　株式会社コスカ、株式会社音生、株式会社ネイビーズ、

I.K Trading Company Limited、艾瑞碧(上海)化粧品有

限公司

・持分法を適用しない理由　　　持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、アルファコム株式会社の決算日は４月30日であり、グレーシャス株式

会社の決算日は２月28日であります。連結計算書類の作成にあたっては、アルファコム株式

会社については2019年４月30日現在の計算書類を使用し、グレーシャス株式会社については

2019年２月28日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っております。

　その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

　　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　イ．有形固定資産　　　　　　　定率法

　　　　　（リース資産を除く）　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　８～47年

ロ．無形固定資産　　　　　　　定額法

　　（リース資産を除く）　　　なお、自社利用のソフトウェアについては社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法。

ハ．リース資産　　　　　　　　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。
 

ロ．賞与引当金　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき、

当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ．返品調整引当金　　　　　　返品による損失に備えるため、過去の実績を基準として

算出した見積額を計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しております。
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④　退職給付に係る会計処理の方法

　　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

　　を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　のれんの償却方法及び償却期間

　　個別案件毎に判断し、５年以内の合理的な年数で均等償却しております。

⑥　消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日)を当

連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金

負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

　（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「長期貸付金」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

　なお、前連結会計年度「長期貸付金」は84,099千円であります。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物及び構築物 66,351千円

土地 80,097千円

計 146,449千円

②　担保に係る債務

短期借入金

一年以内返済予定長期借入金

300,000千円

163,800千円

長期借入金 186,010千円

計 649,810千円

　　　　上記①の資産に銀行取引に係る根抵当権（極度額200,000千円）が設定されております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 340,849千円

(3) 受取手形裏書譲渡高 2,766千円

  (4) 保証債務

　　　子会社である株式会社ネイビーズの仕入先からの仕入債務に対して連帯保証を行っており

　　ます。

仕入債務 11,012千円
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４．連結損益計算書に関する注記

　　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

　　ております。

 (1)減損損失を認識した資産グループの概要

用途 場　所 種 　 類 減損損失額

店舗資産 愛知県名古屋市  建物、工具、器具及び備品 　   2,348千円

その他 　　　　－  のれん 　  22,053千円

 (2)資産のグルーピング方法

　当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として資産の

グルーピングを行っております。

　「ＳＫＩＮＦＯＯＤ事業」においては、キャッシュ・フローを生み出す測定可能な最小単

位として、店舗を基本単位としてグルーピングを行っております。

 (3)減損損失の認識に至った経緯

　「ＳＫＩＮＦＯＯＤ事業」において、退店の決定した店舗について、減損損失を認識して

おります。また、「メーカーベンダー事業」において、株式取得時に想定していた収益が見

込めなくなったことから、のれんの減損損失を認識しております。

　なお、のれんの減損損失22,053千円には、「連結財務諸表における資本連結手続に関する

実務指針」（会計制度委員会報告第７号　2018年２月16日）第32頁の規定に基づくのれん償

却額が含まれております。

 (4)回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、売却が困難であるた

め零としております。のれんの回収可能価額については、将来の事業計画等に基づき算定し

ております。

(5)減損損失の金額

　減損損失24,401千円は特別損失に計上しており、その内訳は次のとおりであります。

　建物　　　　　　　  2,265千円

　工具、器具及び備品　　 83千円

　のれん　　　　　　 22,053千円

　合計　　　　　　　 24,401千円
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 7,808,000株 －株 －株 7,808,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 330,900株 －株 －株 330,900株

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2018年８月22日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 74,771 10 2018年５月31日 2018年８月23日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

　　るもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2019年８月22日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 89,725 12 2019年５月31日 2019年８月23日
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　　　　当社グループは、資金運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産で運用

　　　　し、運転資金については銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　　　　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。

　　　　有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する株式及びＭＭＦ等であり、市場価

　　　　格の変動リスクにさらされております。

　　　　貸付金は、顧客の信用リスクにさらされております。外貨建の貸付金は為替の変動リス

　　　　クにさらされております。

　　　　差入保証金は、取引企業等の信用リスクにさらされております。

　　　　営業債務である買掛金、未払金はそのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。借

　　　　入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は決算後、最長

　　　　で５年後であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

　　イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　　　　当社グループは、主に各営業部門において取引先の状況を定期的にモニタリングし、取

　　　　引相手先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の

　　　　早期把握や軽減を図っております。

　　ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　　　　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価の把握を行い、非上場株式につい

　　　　ては発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。

　　ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　　　　当社グループは各部門からの報告に基づき経理グループが適時に資金繰計画を作成・更

　　　　新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

　　　　に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん

　　　　でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり

　　　　ます。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

連結貸借対照表計上額（千円） 　時価（千円） 差額（千円）

(1) 現 金 及 び 預 金 410,524 410,524 －

(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 2,766,254 2,766,254 －

(3) 有価証券及び投資有価証券
  そ の 他 有 価 証 券 190,358 190,358 －

(4) 長 期 貸 付 金
（短期貸付金を含む）

185,153 183,358 △1,795

(5) 差 入 保 証 金 174,844 175,985 1,140

資 産 計 3,727,136 3,726,481 △654

(6) 買 掛 金 1,094,223 1,094,223 －

(7) 未 払 金 577,451 577,451 －

(8) 未 払 法 人 税 等 103,507 103,507 －

(9) 短 期 借 入 金 600,000 600,000 －

(10) 長 期 借 入 金
（1年内返済予定を含む）

1,286,531 1,282,508 △4,022

負 債 計 3,661,713 3,657,690 △4,022

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

　　資　産

　（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金

　　　　　これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

　　　　　該帳簿価額によっております。

　（３）有価証券及び投資有価証券

　　　　　これらの時価については、期末日の市場価格等によっております。株式は取引所の価

　　　　　格によっております。また、ＭＭＦにつきましては、短期間で決済されるものである

　　　　　ため、帳簿価額を時価とみなしております。

　（４）長期貸付金（短期貸付金を含む）

　　　　　長期貸付金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の貸付を行った場合に想

　　　　　定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

　（５）差入保証金

　　　　　合理的に見積もりした敷金の償還予定時期に基づき、国債の利回り等適切な指標によ

　　　　　る利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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　　負　債

　（６）買掛金、（７）未払金、（８）未払法人税等、（９）短期借入金

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

　　　　　価額によっております。

　（１０）長期借入金（１年内返済予定を含む）

　　　　　長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想

　　　　　定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

　　　２．非上場株式（連結貸借対照表計上額82,402千円）は、市場価格がなく、時価を把握す

　　　　　ることが極めて困難と認められることから「（3）有価証券及び投資有価証券」に含

　　　　　めておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 359円61銭

(2) １株当たり当期純利益 31円85銭
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

    子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法

　　その他有価証券

　　・時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

　　・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

　・商品及び製品　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　・原材料及び貯蔵品　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　10～47年

工具、器具及び備品　３～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法。

③　リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定

額法を採用しております。
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき、

当事業年度負担額を計上しております。

③　返品調整引当金　　　　　　　　返品による損失に備えるため、過去の実績を基準とし

て算出した見積額を計上しております。

④　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日に

おける退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

⑤　役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく

当事業年度末要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　おります。

２．表示方法の変更に関する注記

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日)を

当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金

負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

　（貸借対照表）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「車両運搬具」及び「工具、器具及び備品」並び

に「リース資産」（当事業年度は「車両運搬具」0千円、「工具、器具及び備品」30,606千

円、「リース資産」424千円）については、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度よ

り「その他」に含めて表示しております。

－ 14 －



３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 66,351千円

土地 80,097千円

計 146,449千円

②　担保に係る債務

短期借入金

一年以内返済予定長期借入金

300,000千円

163,800千円

長期借入金 186,010千円

計 649,810千円

　　　　上記①の資産に銀行取引に係る根抵当権（極度額200,000千円）が設定されております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 221,411千円

  (3) 受取手形裏書譲渡高 2,766千円

(4) 保証債務

　以下の子会社におきまして、仕入債務の求償権の履行に対して債務保証と、仕入先からの

仕入債務に対して連帯保証を行っております。

（仕入債務に対して負担する求償債務）

株式会社プライムダイレクト（極度額） 55,000千円

（仕入債務に対する連帯保証）

株式会社ネイビーズ 11,012千円

計 66,012千円

(5) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 350,374千円

②　長期金銭債権 1,037,876千円

③　短期金銭債務 32,065千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 売上高 364,242千円

(2) 仕入高 295,381千円

(3) 販売費及び一般管理費 138,222千円

(4) 営業取引以外の取引高の総額 40,212千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記

　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 330,900株 －株 －株 330,900株

６．税効果会計に関する注記

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 11,266千円

未払事業税 3,976千円

返品調整引当金 3,138千円

退職給付引当金 35,761千円

役員退職慰労引当金 43,663千円

関係会社株式評価損 35,708千円

貸倒引当金 64,901千円

その他 7,221千円

繰延税金資産小計 205,638千円

評価性引当額 △148,385千円

繰延税金資産合計 57,253千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △869千円

　その他 △120千円

繰延税金負債合計 △989千円

繰延税金資産の純額 56,263千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの

　　当該差異の原因となった主な項目別内訳

　       　法定実効税率　　　　　　　　　　　                 30.5％

　　　　　　（調整）

　　　　　 永久に損金に算入されない項目　                      0.5％

　　　　　 住民税均等割　　　　　　　　　　　                  0.3％

　　　　　 評価性引当額の増減　　　　　　　　　　　　　　　    2.8％

　　　　　 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.4％

　　　　　 税効果会計適用後の法人税等の負担率　　             34.5％
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７．関連当事者との取引に関する注記

    子会社等

種 類 会社等 の 名 称
議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合

関連当事者との関係 取 引 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社 ㈱フードコスメ
所有

 直接　100.0％
資金の援助

役員の兼任

資金の貸付
　(注1)

資金の回収

利息の受取
　(注1)

70,000

60,204

2,624

短期貸付金
長期貸付金

    ―

―

 74,196
204,096

―

―

子 会 社 ア ル フ ァ コ ム㈱
所有

 直接  100.0％
資金の援助

資金の貸付
 （注1）

資金の回収

利息の受取
 （注1）

220,000

221,824

1,688

短期貸付金
長期貸付金
  (注4)

―

―

 7,000
 212,000

―

―

子 会 社 ㈱プライムダイレクト
所有

 直接  100.0％

資金の援助

債務保証

役員の兼任

資金の貸付
　(注1)

 資金の回収

利息の受取
　(注1)

債務保証
  (注2)

502,000

119,316

1,661

55,000

短期貸付金
長期貸付金

―

―

―

197,019
443,252

―

―

―

子 会 社 ㈱ネイビーズ
所有

 直接  100.0％

資金の援助

債務保証

資金の貸付
　(注1)

 資金の回収

利息の受取
　(注1)

連帯保証
  (注3）

112,000

98,668

628

11,012

短期貸付金
長期貸付金

―

―

―

 7,200
104,800

―

―

―

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注1）子会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定して

　　　　 おり、返済期間は３～８年としております。なお、担保は受け入れておりません。

　（注2）仕入債務の求償権（極度額）55,000千円に対し債務保証を行っております。

　（注3）仕入先からの仕入債務に対して連帯保証を行っております。

　（注4）当事業年度において、アルファコム㈱に対する貸付金等の期末残高に対して194,878千

円の貸倒引当金及び1,108千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 325円00銭

(2) １株当たり当期純利益 37円81銭
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株主総会参考書類「第 8号議案 当社とグレーシャス株式会社との合併契約承認の件」のうち、 

「3.(2)グレーシャス株式会社の最終事業年度の計算書類等の内容」 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 期  事 業 報 告 
 

2018 年 3月  1 日から 
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事 業 報 告 

2018 年 3月 1 日から 

2019 年 2月 28 日まで 

 

1．会社の現況に関する事項 

（1）事業の経過およびその成果 

当事業年度におけるわが国経済は、企業業績が引き続き堅調に推移し、緩やかな景気回復基調

が続いております。しかしながら、米国の通商変化による米中貿易摩擦や英国のＥＵ離脱交渉の

難航などにより、世界経済の先行きは不透明感を強めております。 
 
また、健康食品市場全体が増加する中、ダイエット領域の成長は顕著である一方で、広告表現

の規制も強まり、インターネット広告を介した販売につきましても、より信憑性と正当性を求め

られるようになりました。 
 
このような環境の下、当社商品「プロシア 8」は、法令を遵守した商品販売ページ内の表現見

直しや記事広告の見直しを推し進め、一部出稿しておりました広告の中止も実施いたしましたこ

とから、定期利用顧客数は 5,119 名と発売初年度に比べ約四分の一程度に減少となりました。 
 

    以上の結果、売上高は 31,887 千円（前期比 82.2％減）となり、営業利益は 1,733 千円（前期

比 93.4％減）、経常利益は 1,737 千円（前期比 93.4％減）、当期純損失は 11,501 千円（前年同期

は 25,494 千円の当期純利益）となりました。 

 

(2) 設備投資の状況 

      当事業年度の設備投資の総額は 926 千円であり、その主なものはシステム改修に係るものであ

ります。 

 

(3) 資金調達の状況 

   当期においては、商品仕入などの運転資金を目的として、長期借入金 25 百万円を調達いたし

ました。 

 

 （4）財産および損益の状況の推移 

区 分 
第１期 第２期 第３期 第４期 

2 0 1 6 年 2 月 期 2 0 1 7 年 2 月 期 2 0 1 8 年 2 月 期 2 0 1 9 年 2 月 期 

売上高 （千円） 43 26,355 179,529 31,887

経常利益又は経常損失(△)（千円） △5,420 △17,381 26,363 1,737

当期純利益又は 

当期純損失(△)（千円） 
△5,485 △17,451 25,494 △11,501

1 株当たり当期純利益又は 

1株当たり当期純損失(△)（円） 
△10,970.08 △34,902.97 50,988.19 △5,750.6

総資産 （千円）  19,802 43,217 68,548 37,318

純資産 （千円） △485 △17,936 7,557 11,056

       

    

 

(5) 重要な親会社の状況 

   親会社との関係 

     当社の親会社は株式会社アイケイで、同社は当社の全株式 2,000 株を保有しております。 

 

 

 

 



- 20 - 
 

（6）対処すべき課題 

   今後の見通しにつきましては、国内外の景況感は緩やかに回復の兆しが見られるものと思われ

ますが、個人消費におきましては、消費者の生活防衛意識が高まり鈍化傾向が見られます。 

   このような状況の中、新規利用顧客の獲得が進んでいないことを喫緊の課題とし、当社の属す

るグループ内リソースを活かしながら、当社のインターネット販売ページへのアクセス数増加を

進めてまいります。自社テレビインフォマーシャルの放映、国内の有力テレビ通販会社への卸販

売、親和性が見込まれる通販企業への商品及びカタログ同梱など、マルチなプロモーションを実

施することで利用顧客数の増加を図り、収益力を高めてまいります。 

 

   (7) 主要な事業内容 

    機能性食品のダイエットサプリメントである「プロシア 8」の販売を主たる事業としておりま 

す。 

 

(8) 主要事業所 

     本 社  名古屋市中村区上米野町四丁目 20番地 

     

(9) 従業員の状況 

      該当事項はありません。 

 

 （10）主要な借入先 

借入先 借入金残高 

株式会社 アイケイ 25,000 千円

 

２. 会社の株式に関する事項 

 （1）発行可能株式総数  10,000 株 

 （2）発行済株式の総数  2,000 株 

 （3）株主数         1 名 

 （4）大株主 

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社アイケイ    2,000    100.0 

 

３．会社の新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４．会社役員に関する事項 
 

   地   位    氏   名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役社長 市野 敏之 株式会社アイケイ執行役員 
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貸 借 対 照 表 
（2019 年 2月 28日現在） 

                                    （単位：千円） 

   科   目  金 額    科   目  金 額 

（資 産 の 部） 
 

流 動 資 産 
 
  現 金 ・ 預 金           

売 掛 金 

  商 品 

  前 払 費 用 

  未 収 法 人 税 

  未 収 消 費 税 
 
固 定 資 産 
 
無形固定資産        

 ソ フ ト ウ ェ ア           

 
 

36,545

22,720

1,029

11,677

329

411

377

772

772

772

（負 債 の 部） 
 

流 動 負 債 
 
  一年以内返済予定の長期借入金 

  未 払 金 

  預 り 金 

  未 払 法 人 税 等 
 
固 定 負 債 
 
  長 期 借 入 金 
 

 
 

9,590

8,328

1,098

1

161

16,672

16,672

  負 債 合 計 26,262

（純 資 産 の 部） 
 
株 主 資 本 
 

資  本  金 
 

繰越利益剰余金 

 
 

11,056
 

20,000
 

△8,943

純 資 産 合 計 11,056

 資 産 合 計         37,318  負債及び純資産合計 37,318

  （注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 
 

損 益 計 算 書 
                                2018 年 3月 1 日から 

2019 年 2月 28 日まで 

                                    （単位：千円） 

科  目 金  額 
 売上高 31,887 
 売上原価 8,473 
  売上総利益 23,414 
 販売費及び一般管理費 21,681 
  営業利益 1,733 
 営業外収益 10 
営業外費用 6 

  経常利益 1,737 
特別損失 13,077 

 税引前当期純損失 11,339 
 法人税、住民税及び事業税 161 
 当期純損失 11,501 

  （注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
 

 

 

株主資本等変動計算書 
                                2018 年３月 1 日から 

2019 年２月 28日まで 

                                       （単位：千円） 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

株主資本 その他利益剰余金 
利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 5,000 2,557 2,557 7,557 7,557

当期変動額   

 新株の発行 15,000 15,000 15,000

 当期純利益  △11,501 △11,501 △11,501 △11,501

当期変動額合計 15,000 △11,501 △11,501 3,498 3,498

当期末残高 20,000 △8,943 △8,943 11,056 11,056
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個別注記表 

  

 Ⅰ．重要な会計方針に係わる事項 

    

１． 資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

 

２． 固定資産の減価償却の方法 

無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

        

  ３．消費税等の会計処理 

     消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

      

Ⅱ．株主資本等変動計算書に関する注記 

       当事業年度の末日における発行済株式の数 

     普通株式  2,000 株 

 

 Ⅲ．1株当たり情報に関する注記  
 

(1) 1 株当たり純資産額                 5,528 円 18 銭 

(2)  1 株当たり当期純損失              △5,750 円 60 銭 

      
     
                                                                      以 上 
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